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論 文 内 容 の 要 旨

1.刑 事訴訟法435条 が規定す る再審開始要件の中で、同条6号 の新証拠(ノ ヴ ァ)の 明白性 の

判断方法 は、再審の分野 における重要 な理論 的争点であり、同時 に現実的争点で もある。本論文

は20年 にわたってこの問題について研究を重 ねてきた著者の研究成果 を集大成 した ものであ る。

本論文 は、松山事件 を中心 とした再審運用の実態分析(第1編)、 ドイッの学説 および判例 の

展開を検討 した比較法的分析(第2編)、 治罪法か ら旧刑事訴訟法 に至 るわが国 の再審法制 の発

展過程を検討 した歴史的分析(第3編)、 最高裁 ・白鳥決定(最:決 昭和50年5月20日 刑集29巻5

号177頁)と 同・財 田川決定(最 決昭和51年10月12日 刑集30巻9号1673頁)と を踏 まえてわが国の

再審法の解釈論を展開 した解釈論的分析(第4編)か ら構成 されている。

2.ま ず、若干の評価をまじえなが ら、本論文の具体的な内容 を確認す ることとしたい。

第1編 「実態 と問題点」 は全6章 で構成 されている。本編では、松 山事件を素材 として、1979

年12月6日 の仙台地裁再審開始決定 に至 るまでの再審運用の実態が分析 されて いる。 そ こで は、

再審開始決定以前の再審請求棄却決定が、明白性の判断方法 にっ いて心証引継説 に立脚 していた

ことが確認 される。本論文 によれば、心証引継説 とは、①新証拠 に証拠価値がない場合、確定判

決が維持 され るとい う意味で心証を受 け継 ぐこと、②新証拠の価値を判断す る際にも、直接 に争

われている事実以外 の事実に関わる旧証拠 につ いては、確定判決の証拠評価 に拘:束され る こと、
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③確定判決 に至 る判決および再審請求審(棄 却)決 定の心証がすべて引 き継がれ ることを意 味 し

ている。 しか し、 この心証 引継説 は、①の点では、確定判決 の誤 った証拠評価 を引き継 ぐことに

よって、誤判を維持する役割を果 たす ものであること、②の点では、最高裁 ・白鳥決定が指摘 し

たように、総合認定 としての事実認定の性格上各証拠 は相互 に連関す るとい う事理 に反する もの

であ ること、③の点では、各判決や決定 において同一で はない心証を引 き継 ぐことがで きるのか

に疑問があること、が確認 される。

こうして、第1編 所収の6本 の論文を通 して、白鳥 ・財田川決定前 の再審実務が明白性 の判断

方法 について心証 引継説 に立脚 していた こと、および心証引継説の意味 ・内容 とそれが果 た して

きた役割 とが実証的に明 らかにされている。 これ らの論文 はいずれ も1975年 か ら1979年 にか けて

執筆 された比較的初期の論文であるが、心証引継説の意味・内容 とそれが抱 え る問題性 とを解明

した もの として、その成果 はその後の学説 において共有 されることとな った。

第2編 「比較法的考察」は全2章 と付録 とか ら構成 されている。本編で は、明 白性の判 断方 法

に関す る ドイツの判例 と学説 の見解が検討 されている。そこでは、 ドイッの学説 と判例 における

総合評価の方法 をめ ぐる対立が原裁判官説(原 裁判官 の立 場か らの判 断方法)と 再審 裁判 官説

(再審裁判官 の立場か らの判断方法)と の対立であること、原裁判官説 とは確定判決 の証 拠評 価

の拘束力を肯定す るものであるが、現在では新証拠 と直接に関連 しない証拠 にっいてのみ部分的

に拘束力を認 めるにとどまってお り、その場合で も確定判決 の証拠評価に重大な欠陥があ るとき

は拘束力を否定す る修正説が登場 していること、再審裁判官説 とは原裁判官 の証拠評価の拘束力

を全面的 に否定す る(旧 証拠の全面的再評価を認 める)も のであるが、現在 では請求人 に利益 な

方向でのみ無限定 に再評価を認める見解であること、 ドイッでは この再審裁判官説が急速 に台頭

していること、が確認 される。 このことの確認の上で、心証引継か再評価か という形 で論 じられ

てきたわが国 における明白性 の判断方法 にっいて も、 ドイッ法 と同様の理論的枠組みで論 ずべ き

であるとされている。そこには、 ドイッ法 はわが国再審法の母法であり、 ドイッの学説 と理論 は

白鳥決定 に影響を与えたとい う認識がある。

こうして、第2編 を通 して、本論文が提言する明白性の判断方法 の枠組み、すなわち原裁判官

説 か再審裁判官説か という枠組みが比較法的 に基礎 づけ られている。本編所収 の2本 の論文 は

1991年 に執筆 されたものであり、再審法に関す る新 しい比較法的知見を もたらす ものであ った。

が、それに とどま らず、 このような比較法的知見か ら得 た枠組 みをわが国再審法 の解釈論 に 自覚

的に持ち込 もうとした ところに、本論文の特徴がある。わが国の実務家が主張す る限定付 き再評

価説 を原裁判官説 に位置づけた点は、 そのユニークな成果であったということができる。

第3編 「歴史的考察」は、1994年 と!995年 に執筆 された3本 の論文 と付録 とか ら構成 されてい

る。第1章 「ヘルムー ト・マィアーの刑事再審論」 は歴史的分析の方法的基礎 を確認する もの と
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して位置づ けられており、その上に、第2章 と第3章 においてわが国の再審法制 の歴史的展 開が

解明 されている。第2章 では、治罪法 と旧々刑事訴訟法における再審理由について、不利益再審

は認 めなか った ものの、 ファルサ型再審を採用 して再審理 由を限定 し、新証拠のみで 「無実 の明

確性」を要求 した点で再審の 「非常例外性」の考え方に立 っていたことが指摘 されている。 そ し

て、治罪法および旧々刑事訴訟法が倣 ったフランス刑事訴訟法 は 「陪審の無謬性」の思想 に立脚

す るものであったが、わが国の学説 においては、 この 「非常例外性」の考え方が 「確定力 は真実

とみなされる」 という命題の下 に説明 されることとな った ことが指摘 される。第3章 で は、 ドイ

ッ法に倣 って不利益再審 とノヴ ァ型再審を導入 した旧刑事訴訟法の再審規定 の立法過程が分析 さ

れ、新証拠それ 自体が 「無実」を証明すべき 「明確ナ証拠」でなければな らないかのよ うな規定

が採用 された点 において、治罪法および旧々刑事訴訟法以来の再審 の 「非常例外性」の考 え方 が

旧刑事訴訟法 に影響 を残 していることが確認 される。 しか し、立法過程においては、 ドイ ッ法 と

同様 に 「明確性」 とは無実 の証明ではな く無罪の証明であることを明 らかにする文言(「無罪 ・・

ヲ言渡 ・・スヘキ」)が 挿入 され、さらには新証拠 それ自体が 「明確 ナ証拠」でなければならない

ことを明示する文言が削除されたことが着 目され、旧刑事訴訟法は ドイッ刑事訴訟法 と同 じくノヴァ

型再審については総合評価説を採用 したと解するのが立法趣 旨に沿 った解釈であるとされている。

わが国の再審法制の沿革 について は若干 の理論的蓄積が存在するが、本編 はこの蓄積 の上 に初

めて本格的に再審法制の沿革 を明 らかに した点 において、高い価値を持 っている。同時 に、 旧刑

事訴訟法で採用 された ノヴァ型再審が ドイッ法の総合評価説を採用 したものであるという指摘は、

第2編 で展開 された明白性判断 における ドイツ法の理論的枠組みのわが国への援用可能性を根拠

づ ける伏線 と して位置づけられている。

全4章 か ら構成 される第4編 「現行法の解釈 と立法」 は、本論文 の結論部分であり、新証拠 の

明白性 の判断方法 に関する解釈論 と立法論が展開されている。 ここで は、最高裁 ・白鳥決定 との

対比 において最高裁 ・財田川決定 の意義が分析 されている第2章 に続 き、第3章 において、弘前

事件 と松山事件の実態分析を通 して、確定判決の誤 りが証拠の不足で はなく判断主体 の判断の誤

りに起因 していることが確認 された上で、明白性判断の方法 としての総合評価の実質的正 当性 が

論証 されている。 このことは同時に、再審開始要件 としての新証拠を再審 と上訴 とを区別す るた

めの要件 としてのみ位置づ けることにっなが っている。 この実質論 を前提 として、第4章 におい

ては、刑事訴訟法435条6号 の新証拠の明白性 は、同条の沿:革お よび憲法 と刑事訴訟法 の精神 と

目的とに照 らして、旧証拠 の全面的再評価を認める再審裁判官説 に立 ったものと解釈すべ きもの

であること、全面 的再評価においては旧証拠の不利益再評価 と証拠構造 の不利益変更 は禁止 され

ること、最高裁 ・白鳥決定 と同 ・財 田川決定 はその一般的判示か らみて原裁判官説に立脚 した も

の と解 さざるを得ないが、 しか しその修正説 に立 って請求人 に利益 な限度で旧証拠 の全面的再評
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価 を認 めている点で は実質的には再審裁判官説であることが主張 されている。 この第4章 は1996

年 に執筆 された論文を収録 したものであるが、最高裁 ・白鳥決定 を原裁判官説 にたっ もの とのみ

捉えた、本編第2章 収録の1986年 論文の見解を修正 した ものとなっている。なお、本編第1章 は、

明白性判断における総合評価を実効化 させる上で重要 な役割を果たす不提 出証拠 にっいて、松 山

事件を手掛か りとして、その必要性 と理論的根拠を解明 しよ うとしたものである。

こうして、第1編 か ら第3編 までの実態、歴史、比較法の視点か らの分析 の成果が、第4編 に

おいて、わが国の明白性の判断方法のあ り方へ と昇華 される形 でまさに統括 されて いる。そ の特

徴 は、孤立評価 ・心証引継説か全面的再評価説か、あるいは全面的再評価説か限定付 き再評価説

かとい う従来の枠組 みを根本的 に組み替えて、原裁判官説か再審裁判官説か という形 で明白性 の

判断方法の基本的対立を把握 し、そのよ うな新 たな枠組 みの下で、刑事訴訟 法435条6号 は再 審

裁判官説を採用 した ものと解釈すべ きであ り、その観点か らみて、修正原裁判官説 に立 った最高

裁 ・白鳥決定および同 ・財田川決定 は実質的には再審裁判官説 に立 ったものとして正当性が認 あ

られ ると主張 している点 にある。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文 は、実態分析、比較法的検討、歴史的分析、そ して解釈論的検討 という四っの側面から、

再審理由 としての新証拠 の明白性の判断方法を総合的 に考究 した、本格的で重厚な再審法研究 の

書である。各編における分析 は第一次資料 を駆使 した詳細かっ徹底 した ものであ り、随所に新 た

な知見を織 り込 み、予測 される批判を も視野に入れなが ら、緻密 にその主張を組 み立ててい る。

この意味において、本論文 は、 これまでの再審研究の成果をいっそう発展 させ る学問的価値 を持

っ ものとして、高 い評価に値す る。

もっとも、本論文が第4編 において提示 した結論が、再審が当面 しているさまざまな課題、 す

なわち証拠構造の組み替え問題 や総合評価における確定判決 の持つ意義の解明、さらに限定付 き

再評価説 の克服等の課題 に対 して、 どのような解決の展望 をもたらし得 るかにっ いては、なお検

討が必要であろ う。 この作業 は、本論文が これまでの再審研究 とは切 り口を異 にする独 自の理論

的枠組 みを強調 していることにっいての理論的実践的意味の検討 にも及ぶ もの となろう。しか し、

これ は本論文が新たな枠組みを提起 した意欲的な ものであるが故 に必要な作業 なのであ って、本

論文が持っ上記 のような学問的価値 をいささか も減ず るもので はない。

以上 によ り、本論文提出者 は、博士(法 学)の 学位 を授与 されるに値す るもの と認 める。
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